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聖

山

敦
煤
の
禅
文
献
が
知
ら
れ
て
、
す
で
に
九
十
年
と
な
る
。
研
究
は
出

尽
ぐ
し
た
よ
う
で
、
実
は
ま
だ
何
も
解
け
て
い
な
い
。
従

来

の
成
果

は
、
新
資

料
の
紹
介
に
傾
い
て
、
個

々
の
本
文
研
究
に
終
る
。
大
半
の

資
料
が
、

全
体
と
し
て
読
ま
れ
て
い
な
い
。
何
処
ま
で
読

め
ぽ

完

全

か
、
も
ち
ろ
ん
議
論
も
あ
ろ
う
が
、
新
資
料
を
伝
世
資
料
と

つ
き
あ
わ

せ
、
既
存

の
定
説
を
見
直
す
こ
と
を
、
ぐ
り
か
え
す
必
要
が
あ
る
。
人

文
系

の
学
問
は
、
要
す
る
に
魅
力
あ
る
試
論
と
、
仮
設
の
提
起
に
と
ど

ま
る
。
初
期
禅
宗
史
の
研
究
は
、
そ
の
好
例
の

一
つ
で
あ
る
。
さ
も
な

い
と
、
旧
態
依
然
た
る
護
教
学
か
、
伝
道
布
教
の
蓄
助
に
終
る
。

六
祖
恵
能

(六
三
八
-
七
一
三
)
と

「
壇
経
」
の
問
題
は
、
初
期
禅
宗

史
の
ブ
ラ

ッ
ク

・
ホ
ー
ル
で
あ
る
。
胡
適
が
神
会
を
押
し
あ
げ
て
、
「
壇

経
」
が
宙

に
う
い
た
。
今
か
ら
六
十
年
前
の
こ
と
。
伝
世
資
料
が
活
性

化
し
、
読

み
が
変

つ
た
。
先
ご
ろ
、
高
雄
の
仏
光
山

で

の
、
「壇
経
」

研
究
を
め
ぐ
る
国
際
会
議
に
出
席
し
、
私
も
亦
た
私
な
り
に
、
戦
後
四

十
年
を
総
括
す
る
機
会
を
得
た
。
謂
わ
ゆ
る
古

本

「
壇
経
」
の
仮

設

を
、
撤
回
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
提
案
は
す
で

に

五

年

前
、

「語
録

の
歴
史
」
(東
方
学
報
京
都
五
十
七
)
以
来

の
こ
と
だ
が
、
期
待
す

る
ほ
ど
の
反
論
が
な
か
つ
た
。

と
こ
ろ
が
、
仏
光
山
で
の
会
議
に
先
立
ち
、
駒
沢
大
学

の
石
井
修
道

氏
が
、

「南
陽
慧
忠
の
南
方
宗
旨
批
判
に
つ
い
て
」
(鎌
田
茂
雄
博
士
還
暦

記
念
論
集
所
収
、
大
蔵
出
版

二
九
八
八
年
十
二
月
)
を
出
し

て

い

る

こ
と

を
、
後
に
な

つ
て
知

つ
た
。
私
の
新
旧
両
説
を
相
手
ど
る
、
斬
新
な
問

題
提
起

で
あ
る
。

こ
の
論
文
の
主
旨
は
、
氏
み
ず
か
ら
限
定
さ
れ
る
よ

う
に
、
古
本

「
壇
経
」
云
云
の
前
に
、
南
陽
恵
忠
が
相
手
ど
る
南
方
宗

旨
を
、
必
ず
し
も
神
会

(や
牛
頭
)
に
限
ら
ず
、

こ
れ
に
続
ぐ
馬

祖

門

下
を
含
む
、
広
ぐ
長
い
波
動
の
な
か
で
、
そ
の
ポ
イ
ソ
ト
を
洗

い
直
そ

う
と
す
る
も
の
。
と
り
わ
け
資
料
論
と
し
て
は
、
伝
灯
録
二
十
八
の
南

陽
慧
忠
国
師
語
の
、
「壇
経
」

の
改
換
云
云
に
関
わ
る
部

分
が
、

祖
堂

集
に
み
え
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
時
代
的
に
後
加
と
す
る
、
新
し
い
視

点
を
踏
ま
え
る
。

古
本

「壇
経
」

の
幻
想
を
、
払
拭
し
よ
う
と
す
る
私
に
と

っ
て
、
問

題
提
起

の
意
味
は
大
き
い
。
私
も
亦
た
私
な
り

に
、
神
会
よ
り
馬
祖
に

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第

一
號

卒
成
元
年
十
二
月
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い
た
る
動
き
を
、
洗
い
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
中
断
し
て
久
し
い
私
自
身

の
、
「
新
続
灯
史
の
系
譜
」

(禅
学
研
究
五
+
九
i
六
〇
)
を
補
正
し
、
持

説
の
再
編

を
急
が
ね
ば
な
る
ま
い
。

い
つ
た

い
、
ポ
ス
ト
神
会
を
、
ど
う
把
え
る
か
。

南
陽
忠
国
師
の
登
場
は
、
ポ
ス
ト
神
会

の
一
番
手
で
あ
る
。
神
会
が

南
陽
和
上
と
よ
ば
れ
た
こ
と
は
、
敦
煙
本

「壇
語
」
の
出
現
に
よ
る
、

近
代
の
知
識
の
一
つ
。
伝
世
資
料
に
よ
る
限
り
、
南
陽
は
忠
国
師
の
こ

と
で
あ
る
。
南
陽
忠
国
師

の
名
は
、
牛
頭
宗
の
六
祖
恵
忠

と

区

別

し

て
、
南
陽

の
二
字
を
冠
せ
た
と
い
う
が
、
長
安
に
出
た
こ
と
か
ら
言
え

ば
、
西
京
千
福
で
も
、
光
宅
で
も
よ
い
は
ず
。
特
に
南
陽
忠
国
師
と
よ

ぶ
の
は
、
先
に
南
陽
和
上
と
よ
ば
れ
た
神
会
を
、
お
そ
ら
ぐ
意
識
し
て

の
こ
と
。
国
師
の
称
号
に
つ
い
て
も
、
神
会
が
第
七
祖
国
師
と
よ
ぼ
れ

た
こ
と
が
、
近
来
漸
ぐ
確
認
さ
れ
た

(後
述
)
。

北
宗
禅
、
牛
頭
禅
、
そ
し
て
天
台
宗
の
再
編
に
、
神
会
南
宗

の
影
響

の
大
な
る
は
、
す

で
に
旧
著

に
い
う
如
ぐ
で
あ

る
。
「歴
代
法
宝
記
」

や

「曹
渓
大
師
伝
」
、
特
に
敦
煙
本

「
壇
経
」
と
宗
密
の
荷
沢
宗
が
、

ポ

ス
ト
神
会

の
総
括
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。

私
の

「
新
続
灯
史

の
系
譜
」
は
、
馬
祖
以
後
を
考
え
る
の
に
急
で
、
神

会
と
馬
祖

の
中
間
に
、
南
陽
忠
国
師
や
司
空
山
本
浄
が
い
る
こ
と
を
、

軽
ぐ
み
た
嫌
い
が
あ
る
。
宇
井
伯
壽

「
第
二
禅
宗
史
研
究
」
に
、
責
任

を
転
嫁
し
た
の
で
あ
る
。

言
う
な
ら
ば
、
荷
沢
神
会
と
南
陽
恵
忠
は
、
も
つ
と
も
た
し
か
な
同

時
代
の
、
ポ
ス
ト
曹
渓
の
旗
手
で
あ

っ
た
。

一
方
は
敦
煤
文
献
に
、
他

は
伝
世
資
料
に
よ
る
の
で
、
神
会

の
方
が
目
あ

た

ら

し

い
。

神
会
は

「壇
経
」
の
十
大
弟
子
に
入
る
が
、
南
陽
忠
国
師

の
名
は
見
え
ぬ
。
南

陽
忠
国
師
に
限
ら
ず

(永
嘉
玄
覚
も
)
、
南
岳
懐
譲
も
、
青
原
行
思
も
司

空
山
本
浄
も
、
後
に
曹
渓
の
後
継
と
し
て
、
大
き
い
動
き
を
示
す
人
々

は
、
す
べ
て
同
じ
傾
向
を
も

つ
。
い
ず
れ
も

「
壇
経
」
成
立
以
前
の
ゆ

.え
だ
が
、
そ
れ
ら
ポ
ス
ト
曹
渓

の
う
ち
で
、
南
陽
忠
国
師
は
最
下
限
を

生
き
て
い
る
。
南
陽
忠
国
師
の
動
き
が
、
敦
焼
本

「壇
経
」
の
成
立
を

導
く
。

南
陽
忠
国
師

の
伝
と
資
料
は
、
祖
堂
集
三
の
慧
忠
国
師
、
宋
高
僧
伝

九
の
唐
均
州
武
当
山
恵
忠
伝
、
景
徳
伝
灯
録
五

の
西
京
光
宅
寺
慧
忠
国

師
、
お
よ
び
第
二
十
八
の
南
陽
慧
忠
国
師
語
に

つ
き
る
。
宋
高
僧
伝

に

ょ
る
と
、
飛
錫
が
撰
す
る
碑
銘
が
あ

つ
た
が
、

後
の
禅
文
献
に

一
部
分

を
引
ぐ
ほ
か
、
そ

の
全
文
の
所
在
が
不
明
で
あ

る
。
飛
錫
が
真
言
僧
不

空
の
た
め
に
、
時
を
同
じ
ぐ
し
た
撰
し
た
碑
文

は
、
不
空
表
制
集
に
現

存
す
る
。

大
暦
十
年
十
二
月
九
日
(西
暦
七
七
四
年

一
月
五
日
)
、
恵
忠
は
長
安
の

光
宅
寺
で
入
寂
す
る
が
、

い
ず
れ
の
伝
に
も
年
壽
を
記
さ
ぬ
。
長
安
に

ぐ
る
ま
で
の
四
十
年
を
、
恵
忠
が
そ
こ
に
過
ご
し
た
と
い
う
、
南
陽
白

崖
山
の
党
子
谷
に
帰
葬
さ
れ
、
勅
に
よ
つ
て
大
証
禅
師
と
詮
す
る
。
飛

錫
の
碑
銘
は
、
お
そ
ら
ぐ
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た
。
白
崖
山
党
子
谷
は
、

順
洋
川
の
上
流
に
あ
る
。
古
ぐ
は
漢

の
南
陽
郡

に
属
し
、

東

魏

の
と
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き
、
順
洋
郡
が
置
か
れ
た
処

で
、
今
日
の
河
南
省
陳
県
の
東
南
部
に
当

た
る
。
恵
忠
は
南
岳
恵
忠
禅
師
の
行
跡
を
慕

い
、
そ
の
遺
誠
に
も
と
つ

い
て
、
白
崖
山
と
武
当
山
の
二
ヶ
所
に
、
夫
々
大
蔵
経
を
設
け
た
と
い

わ
れ
る
。
宋
高
僧
伝

の
作
者
が
、

均
州
武
当
山
恵
忠
と
よ
ぶ
の
は
、
そ

の
功
績
に
よ
る
。
武
当
山
に
は
太

一
延
昌
寺
、
白
崖
山
に
は
香
厳
長
寿

寺
が
あ
る
。
後

に
濡
山
霊
祐
に
つ
ぐ
香
厳
智
閑
が
、

国
師

の
行
履
を
慕

つ
て
草
庵
を
結
ぶ
の
は
、
白
崖
山
香
厳
長
寿
寺

の
あ
と
で
あ
る
。
唐

の

均
州
は
、
湖
北
省
均
県
の
北
部
に
当
る
が
、
古
ぐ
は
南
陽
郡
、

六
朝

の

褻
陽
府
に
属
す
る
。
問
題
は
均
州
と
い
つ
て
も
、
嚢
陽
と
い
つ
て
も
、

南
陽
と
い

つ
て
も
、
す
べ
て
荷
沢
神
会
の
生
涯
と
か
さ
な
る
こ
と
、
神

会
と
恵
忠

は
、
そ
の
時
代
と
道
場
の
処
を
、
全
ぐ
共
同
し
て
生
き
た
の

で
あ
る
。

恵
忠
は
曹
渓
に
参
じ
て
の
ち
、
白
崖
山
に
隠
れ
る
こ
と
四
十
年
、
南

陽
の
王
鋸
や
趙
願
貞
の
帰
依
に
よ
り
、
開
元
年
中
に
、
南
陽
竜
興
寺
に

住
す
る
。
竜
興
寺
は
、
中
宗
が
武
后
の
死
後
、
神
竜
元
年
に
復
位
す
る

や
、
天
下
諸
州
に
置
い
た
同
名
の
官
寺
、
中
興
寺

の
こ
と
、
開
元
時
代

に
改
め
て
開
元
寺
と
な
る
。
と
り
わ
け
南
陽
竜
興
寺
は
、
神
会
が
太
守

王
弼
や
県
令
張
万
頃
の
奏
で
、
開
元
八
年
に
そ
こ
に
住
し
た
こ
と
を
、

同
じ
宋
高
僧
伝
が
伝
え
て
い
る
。
南
陽
の
王
瑠
も
、
神
会

の
檀
越

の
一

人
。
そ
う
し
た
檀
越
を
相
手
に
、
神
会
が
壇
場
を
設
け
て
、
大
乗
蕪
相

戒
を
授
け
、
曹
渓
南
宗
の
宗
旨
を
説
ぐ
、
同
時
代
記
録
が

「壇
語
」
で

あ
り
、
詳

し
ぐ
は

「南
陽
和
上
頓
教
解
脱
禅
門
直
了

性

壇

語
」
と

い

う
。い

つ
た
い
、
恵
忠
は
年
寿
不
明
だ
が
、

一
説

に
百
余
歳

と

い
う

の

は
、
右
の
白
崖
山
四
十
年
隠
棲
と
、
少
而
好
学
、
法
受
隻
峯
と
あ
る
、

宋
高
僧
伝
を
読
み
誤

つ
た
た
め
で
、
蟹
峯
を
特

に
五
祖
と
す
る
必
要
は

な
い
。
蔓
峯
は
曹
侯
渓
で
あ
り
、
若
ぐ
し
て
恵
能

の
晩
年
に
参
じ
た
と

す
れ
ば
、
年
寿
は
八
十
を
越
え
ま
い
。
恵
忠
が
粛
宗
の
勅

に
よ
つ
て
、

西
京
千
福
寺
に
入
る
の
は
、
上
元
二
年
く
七
六
二
)
正
月

十
六

日

の
こ

と
。
開
元
中
期
よ
り
上
元
ま
で
、
白
崖
山
に
四
十
年
い
た

こ
と

と

な

る
。
荷
沢
神
会
に
樹
抗
し
て
、
年
寿
を
故
意
に
ひ
き
の
ば

そ

う

と
す

る
、
作
意
の
方
に
む
し
ろ
注
目
し
た
い
。

言
う
な
ら
ぽ
、
神
会
が
洛
陽
荷
沢
寺
に
入
つ
た
あ
と
、
恵
忠
は
南
陽

竜
興
寺
に
隷
し
て
、
神
会
の
檀
越
た
ち
を
引
き

つ
ぐ
が
、
神
会
の
よ
う

な
壇
場
説
法
に
は
力
め
な
い
。
じ

つ
さ
い
は
白
崖
山
に
か
ぐ
れ
て
、
大

蔵
経
の
看
読
に
忙
し
か
っ
た
。
神
会
の
寂
後

(七
五
入
)
、
粛
宗
の
勅
を

受
け
、
上
元
入
内

の
の
ち
、
粛

・
代
二
朝
の
帰
依
を
得
て
、
国
師
と
よ

ば
れ
る
の
で
あ
り
、
は
か
ら
ず
も
生
涯
、
神
会

の
あ
と
を

追

う

の
だ

が
、
神
会

の
南
方
宗
旨
に
は
、

つ
ね
に
批
判
的

で
あ

つ
た
。

神
会
は
開
元
二
十
年

(七
三
二
)
を
中
心
に
、
滑
台
の
大
雲
寺
で
北
宗

と
対
決
す
る
。
神
会

の
北
宗
攻
撃
は
、
「
壇
語
」
の
成
果
を
ふ
ま

え

よ

う
。
「壇
語
」
に
つ
づ
い
て
、
右

の
対
論
の
記

録
と
し
て
、
「
菩
提
達
摩

南
宗
定
是
非
論
」
が
編
ま
れ
る
。
恵
忠
は
神
会

の
言
行
を
、
逐

一
見
聞

す
る
の
で
あ
る
。
正
し
ぐ
激
動
の
代
、
闘
争
堅
固
の
時
で
あ

つ
た
。
宋

荷
沢
神
会
と
南
陽
恵
忠

(柳

田
)

-249-



荷
沢
神
会
と
南
陽
恵
忠

(柳

田
)

高
僧
伝
十
七
の
唐
京
兆
大
安
国
寺
利
渉
伝
に
よ
る
と
、
利
渉
は
晩
に
罪

を
得
て
、
南
陽
竜
興
寺

に
移
徒
さ
れ
る
。
恵
忠
に
会

つ
て
貴

気

を

認

め
、
そ

の
入
内
を
予
言
し
て
い
る
。
利
渉
は
論
争

の
達
人
、
護
法

の
旗

手
で
あ

る
。
入
内
し
た
恵
忠
は
、
南
方
宗
旨

の
批
判
に
当
た

っ
て
、
利

渉
の
こ
と
を
想
起
し
て
い
な
い
か
。
白
崖
山
隠
棲
四
十
年
が
、
恵
忠
の

シ
ン
ボ

ル
カ
ラ
ー
と
な
る
。

先
年
、
河
南
省
竜
門
文
物
保
管
所

の
温
玉
成

氏

が
、
「
神
会
塔
銘
」

と
そ
の
副
葬
品

の
一
部
を
、
そ
の
発
現
の
事
情
と
あ
わ
せ
て
報
告
さ
れ

た

(世
界
宗
教
研
究

二
九
八
四
年
第
二
期
)
。
出
土
地
点
は
竜
門
西
山
の
北
、

唐
の
宝
応
寺

の
跡
で

あ

る
。
塔
銘
は
、
「
大
唐
東
都
荷
沢
寺
残
故
第
七

祖
国
師
大
徳
干
竜
門
宝
応
寺
山岡
腹
建
身
塔
銘
井
序
」
と
あ
る
、
計
十
七

行
三
百
字
ば
か
り
の
粗
末
で
単
純
な
テ
キ
ス
ト
。
永
泰
元
年

(七
六
五
)

乙
巳
十

一
月
戊
子
十
五
日
壬
申
入
塔
時
の
も
の
で
あ
る
。
神
会
は
乾
元

元
年

(七
五
八
)
五
月
十
三
日
、
荊
府
の
開
元
寺
で
入
寂
、

享

年

七
十

五
、
僧
騰

五
十
四
夏
で
、
直
ち
に
竜
門
に
運
ぽ
れ
て
、
塔
所
に
宝
応
寺

が
営
ま
れ
る
。
建
碑
は
入
寂
後
、
七
年
目
に
当
る
。

胡
適
が
晩
年
に
提
案
し
た
、
粛
宗
の
蕪
年
号
の
歳
、
建
巳
十
五
日
入

寂
説
は
、
そ
の
年
寿
九
十
三
歳
と
あ
わ
せ
て
、
共
に
再
考
を
せ
ま
ら
れ

る
わ
け
だ
が
、
さ
し
あ
た
つ
て
重
要
な
こ
と
は
、
恵
忠
の
入
寂
に
先
立

つ
て
、
神
会
が
入
寂
し
て
い
る
の
と
、
入
寂
七
年
目
に
第
七
祖
国
師
大

徳
と
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
乾
元
元
年
入
寂
説
は
、
す
で
に
宗
密

の

言
う
と

こ
ろ
と

二
致
す
る
が
、
徳
宗
の
貞
元
十
二
年
に
至

つ
て
、
勅
に

よ
っ
て
第
七
祖
と
定
め
ら
れ
た
と
す
る
の
を
、

は
る
か
に
遡
る
の
み
な

ら
ず
、
明
ら
か
に
国
師
と
よ
ば
れ
る
の
を
、

い
つ
た
い
ど
う
理
解
す
べ

き
か
。

竹
内
弘
道
氏
の

「
新
出
の
荷
沢
神
会
塔
銘

に

つ
い
て
」
(宗
学
研
究
二

十
七
)
に
、
国
師
号
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
大
宋
僧
史
略

の
「
国
師
」

の
条
に
、
神
秀
と
恵
忠
を
共
に
国
師
と
称
し
た
と
あ
る
の
を
引
ぐ
。
神

秀

の
た
め
に
張
説
が
書
ぐ

「
荊
州
玉
泉
寺
大
通
禅
師
碑
銘
」
は
、
す
で

に
両
京
法
主
三
帝
国
師
の
称
が
あ

っ
た
と
す
る
。
神
秀
が
国
師
と
よ
ば

れ
た
こ
と
は
、̀
す
で
に

「楊
伽
師
資
記
」
が
こ
れ
を
伝
え
、
そ
こ
に
引

ぐ

「楊
伽
仏
人
法
志
」
に
も
、
神
秀
は
帝
師
で
あ

っ
た
と
い
う
。
恵
忠

が
国
師
と
よ
ば
れ
る
の
は
、
そ
ん
な
神
秀
を
先
例
と
す
る
の
で
、
粛
宗

時
代
の
帝
都
仏
教

の
、

一
つ
の
傾
向
を
踏
ま
え

て
い
る
。
真
言
僧
不
空

の
活
動
は
、
あ
た
か
も
時
を
同
じ
ぐ
す
る
。

粛
宗
は
玄
宗

の
第
三
子
で
、
父
王
が
晩
年
に
政
を
失
い
、
安
禄
山
の

軍
に
追
わ
れ
て
、
京
よ
り
巴
蜀
に
蒙
塵
す
る
と
、
独
立
し
て
霊
武
で
即

位
し
、
節
度
使
郭
子
儀
の
助
け
で
、
両
京
の
奪
回
に
成
功
す
る
。
神
会

が
、
乱
中

の
洛
陽
に
戒
壇
を
設
け
、
香
水
銭
を
徴
し
て
軍
資
金
を
補
う

の
は
、
正
に
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る

(山
崎
宏

「晴
唐
仏
教
史
の
研
究
」)
。

神
会
は
す
で
に
天
宝
の
始
め
、
洛
陽
の
荷
沢
寺

に
い
る
が
、
御
史
盧
突

の
弾
該
に
あ

つ
て
、
弐
陽
に
配
流
さ
れ
る
。
玄
宗

の
勅
で
均
州
に
移
量

さ
れ
る
の
は
、
至
徳
二
年

(七
五
七
)
の
こ
と
。

正
し
ぐ
死

の
前
年
で
あ

り
、
粛
宗
即
位
の
翌
年
に
当
る
。
神
会
は
裏
陽

の
人
、
先
に
い
う
よ
う
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に
、
唐
の
均
州
は
南
陽
に
属
す
る
。
「
壇
語
」
成
立
の
故
地
で
あ
る
。

新
出
の

「神
会
塔
銘
」
は
、
香
水
銭

の
こ
と
を
言
わ
な
い
が
、
宋
高

僧
伝
は
粛
宗
が
神
会
を
召
し
、
大
匠
を
将
作
し
て
、
荷
沢
寺
に
禅
宇
を

造
成
し
た
と
い
う
。
名
誉
回
復

の
気
運
は
、
す
で
に
熟
し
て
い
た
。
神

会
の
入
内

は
、
今

一
つ
確
証
を
書
ぐ
が
、
裏
陽
の
開
元
寺
で
、
入
寂
し

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

粛
宗
は
危
難
に
遭

つ
て
、
ひ
た
す
ら
に
神
異
を
も
と
め
る
。
突
如
と

て
年
号
を
廃
し
、
た
び
た
び
建
巳
の
月
を
設
け
る
の
は
、
正
に
狂
気
の

沙
汰
で
あ

る
。
神
会
の
入
寂
年
時
が
、

こ
れ
に
よ

つ
て
混
乱
し
た
。

宋
高
僧
伝
は
、
恵
忠
の
入
内
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

粛
宗
皇
帝
、
区
夏
を
戴
定
す
る
や
、
其
の
徳
高
を
聞
ぐ
。
上
元
二
年
正
月
十

六
日
を
以
て
、
内
給
事
孫
朝
進
に
勅
し
て
、
駅
騎
も
て
迎
請
せ
し
む
。
そ
の

手
詔
の
書
に
曰
く
、
云
々
。

粛
宗

の
勅
語
は
、
別
に
全
唐
文
に
収
め
る
。
言
う
ま
で
も
な
ぐ
、
宋

高
僧
伝
よ
り
と

つ
た
の
で
、
本
つ
ぐ
処
は
飛
錫

の
撰
碑
で
あ
ろ
う
。

恵
忠
が
粛
宗
の
勅

に
よ

つ
て
入
内
し
、
長
安

に
千
福
と
光
宅
の
二
ヶ

寺
を
与
え
ら
れ
、
都
城

の
大
徳
や
俗
官
た
ち
と
、
仏
教
教
義
の
論
議
を

交
え
た
こ
と
、
そ
れ
が
代
宗

の
大
暦
十
年
ま
で
、
前
後
十
五
年
ぽ
か
り

続
ぐ

の
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
神
会

の
生
涯
に
つ
い
て

は
、
な
お
問
題
を
の
こ
そ
う
が
、
恵
忠
の
晩
年
に
つ
い
て
は
、
事
は
極

め
て
単
純

で
あ
る
。
神
会
が
第
七
祖
国
師
は
よ
ば
れ
た
こ
と
が
、
塔
銘

の
出
現
で
確
認
さ
れ
る
以
上
、
恵
忠

へ
の
国
師
号
宣
下
は
、
ひ
ょ
つ
と

す
る
と
神
会
に
先
立

つ
。
南
陽
忠
国
師
の
南
陽
も
、
先
に
い
う
よ
う
に

神
会
を
ふ
ま
え
る
。
恵
忠
は
神
会
を
、
獅
子
身
中

の
贔
と

す

る

こ
と

で
、
強

い
て
曹
渓

の
正
統
を
自
任
す
る
。
第
七
祖
国
師
大
徳
の
称
は
、

そ
ん
な
恵
忠
の
批
判
を
知

つ
て
い
な
い
か
。

恵
忠

の
晩
年
、
注
目
す
べ
き
事
件
が
あ
る
。
大
暦
八
年
、
恵
忠
は
天

子
に
奏
し
て
、
天
下
名
山
の
僧
中
よ
り
、
経
律
禅
法
に
す
ぐ
れ
る
三
十

七
人
を
選
ん
で
、
恩
度
を
求
め
た
と
い
う
の
だ
。

こ
の
中
に
神
会
の
弟

子
、
大
悲
禅
師
霊
坦
が
い
た
。
霊
坦

の
こ
と
は
、
宋
高
僧
伝
十
の
伝
の

ほ
か
、
頁
鯨
が
撰
す
る

「揚
州
華
林
寺
大
悲
禅
師
碑
銘
井
序
」
が
、
唐

文
粋
六
四
、
全
唐
文
七
三

一
に
あ
り
、
そ
の
生
涯

を
確
認
で
き
る
。

霊
坦
は
太
原
の
人
、
姓
は
武
氏
、
則
天
武
后

の
族
。
父
は
洛
陽
県
令

で
あ

つ
た
。
二
十
歳
で
出
家
、
荷
沢
神
会
に
侍
す

る
こ
と
八
九
年
、
神

会
が
弐
陽
に
移
さ
れ
た
あ
と
、
盧
江
の
浮
査
で
大
蔵
を
閲
し
、
上
都
で

恵
忠
に
参
じ
て
、
そ
の
晩
年
に
侍
す
る
の
で
あ

る
。
代
宗
よ
り
大
悲
禅

師
の
勅
賜
あ
り
、
丞
相
趙
公
之
が
出
で
て
揚
州

の
知
と
な
る
や
、
迎
え

ら
れ
て
華
林
寺
を
創
し
て
い
る
。
霊
坦
の
二
十
歳

は
、
正
に
開
元
十
六

年
に
当
り
、
神
会
は
ま
だ
南
陽
竜
興
寺

に
い
る
。
神
会

の
北
宗
攻
撃
に

よ
り
、
洛
陽
荷
沢
寺
で
の
八
、
九
年
、

霊
坦
は

こ
の
人
に
侍
す
る
。
浮

査
に
お
け
る
大
蔵
経
の
閲
読
が
、
神
会
よ
り
恵
忠

へ
の
、
方
向
転
換
の

動
機
で
あ
る
。
恵
忠
が
恩
度
を
奏
す
る
の
は
、
南
方
宗
旨

の
未
来
を
嘱

し
て
の
こ
と
だ
。
周
知

の
よ
う
に
、
達
磨
と
四
祖

・
五
祖

へ
の
誰
号
と

塔
号
が
、
代
宗
よ
り
追
賜
さ
れ
る
。
先
に
玄
宗
が
三
祖
に
鑑
智
、

の
ち

荷
沢
神
会
と
南
陽
恵
忠

(柳

田
)
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荷
沢
神
会
と
南
陽
恵
忠

(柳

田
)

に
徳
宗
が
慧
可
に
大
祖
を
贈
る
。
七
代
の
詮
号
と
塔
号
が
、

こ
の
前
後

に
揃
う
。
七
祖
国
師
大
徳

の
確
認
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ

つ
た
。

と
こ
ろ
で
、
洛
陽
で
神
会
に
参
じ
、
曹
渓
南
宗
を
つ
い

だ

人

と

し

て
、
別
に
招
聖
寺
慧
堅

(七

一
九
-
七
九
二
)
が
い
る
。
皇
太
子
及
諸
王

侍
読
史
館
修
撰
柱
国
徐
岱
の
撰
す
る
、
唐
故
招
聖
寺
大
徳
慧
堅
禅
師
碑

銘
井
序
が
、
今
も
西
安
碑
林
に
存
す
る
。

慧
堅
は
陳
州
准
陽
の
人
、
姓
は
朱
氏
、
漢
の
左
丞
相
某

の
育
、
唐
の

金
吾
将
軍
第
三
子
で
、
七
祖
神
会
の
升
堂
入
室
と
あ
る
。
注
目
に
価
す

る
の
は
、
慧
堅
を
奏
し
て
招
聖
寺
に
住
せ
め
る
檀
越
に
、
嗣
號
王
巨
な

る
人
が
あ

り
、
宗
室

の
重
を
以
て
成
周

(洛
陽
)
を
保
萱
し
た
と

す

る

こ
と
。
こ

の
人
も
亦
た
粛
宗
を
助
け
て
、
両
京
を
奪
回
し
た
功
労
者
で

あ

っ
た
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
新
出
の

「神
会
塔
銘
」
に
、
廟
堂
李
公

嗣
□
王
缶
が
、
尊
顔
を
竜
門
に
迎
え
た
と
い
う
、
李
公
そ
の
人
で
な
か

ろ
う
か
。
「
神
会
塔
銘
」
の
拓
本
は
、
未
だ
に
公
表
さ
れ

な

い
。
照
合

の
手
だ
て
は
な
い
の
だ
が
、
七
祖
国
師
の
有
力
檀
越
の

一
人
が
、
慧
堅

を
奏
し
て
西
京
の
名
刹
に
住
せ
し
め
た
こ
と
は
、
推
定
に
難
ぐ
な
い
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
又
は

「
慧
堅
碑
銘
」
は
、
容
文
孝
武
皇
帝

の
大
暦
中
、
特

に
勅
し
て
招
聖
寺
に
入
れ
、
観
音
堂
を
造

つ
て
七
祖
遺
像
を
績
か
せ
、

銭
を
内
府

よ
り
施
し
、
役
を
尚
方
に
徴
し
た
と
す
る
。
達
磨
よ
り
神
会

に
い
た
る
七
祖
国
師
像
が
、
出
揃
う
の
で
あ
る
。
当
時
、
神
会
を
含
む

七
祖

(若
し
ぐ
は
八
祖
)
像
が
、
南
詔
に
存
し
た
こ
と
は
、

先

に
私

が

「神
会
の
肖
像
」
(禅
文
化
研
究
所
紀
要
十
五
、
入
矢
義
高
先
生
喜
壽
記
念

号
)
で
、
別
に
論
ず
る
如
ぐ
で
あ
る
。

六
祖
大
鑑
禅
師
碑
や
、
曹
渓
大

師
伝

の
制
作
に
先
立

っ
て
、
神
会
の
弟
子
た
ち
は
先
づ
、
七
祖
を
楷
定

す
る
必
要
が
あ

つ
た
。
問
題
は

「神
会
塔
銘
」
が
、
広
ぐ

一
般
の
関
心

を
よ
ば
ず
、

宗
密
す
ら
知
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

恵
忠

の
神
会
批
判
に
、
話
を
進
め
よ
う
。

テ
キ
ス
ト
は
伝
灯
録
二
十
八
の
南
陽
慧
忠
国
師
語
と
、
祖
堂
集
三
の

両
種
。
別
に

「宗
鏡
録
」
第

一
と
、
伝
灯
録
第

五
に
あ
る

毎

示

衆

語

を
、
資
料
と
し
て
ど
う
み
る
べ
き
か
。
先
に
い
う
よ
う
に
、
石
井
論
文

は
伝
灯
録
二
十
八
の
第

一
段
を
、
他

の
部
分
と
切
り
は
な
す
。

た
い
て

い
の
場
合
、
詳
し
い
も
の
が
加
上
で
あ
る
。
今

の
と
こ
ろ
、
私
見
は
む

し
ろ
逆

で
あ
る
。
祖
堂
集
に
こ
の

二
段
を
欠
ぐ

の
は
、
祖

堂

集

の
時

代
、

す
で
に
そ
の
必
要
が
な
か
つ
た
た
め
で
な

い
か
。
神
会
は
す
で
に

曹
渓

の
傍
出
で
、
恵
忠
の
神
会
批
判
そ
の
こ
と
が
、
歴
史
性
を
失

っ
て

い
た
。
即
心
是
仏

の
総
括
が
、
す
で
に
ほ
父
終

る
。
伝
灯

録

二
十

八

は
、
古

い
資
料
と
し
て
残
る
。

祖
堂
集
に
と
る
恵
忠
の
対
話
は
、
神
会
を
相

手
ど
る
こ
と
を
、
故
意

に
ぼ
か
し
た
傾
向
が
あ
る
。
曽

つ
て
相
手
を
神
会
と
せ
ず
、
牛
頭

の
こ

と
と
み
た
の
は
、
そ
ん
な
文
体

の
せ
い
で
あ
る
。
要
す
る
に
伝
灯
録
二

十
八
で
、
「壇
経
」
云
云
と
あ
る
最
初
の

一
段
と
、
最

後

の

一
段
と
。

祖
堂
集
が
省
い
た
二
つ
の
部
分
は
、
共
に
即
心
是
仏
の
異
解
を

つ
ぐ
こ

と
が
、
恵
忠

の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
。
即
心
是
仏
の

二
句
は
、
神
会
に
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姶
ま
っ
て
馬
祖
が
継
承
す
る
、
南
宗
禅
の
核
心
で
あ
る
。
こ
の
ぐ
に
固

有

の
性
善
説
と
も
か
ら
ん
で
、
宋
学
の
排
仏
論
に
及
ぶ
。
先
尼
外
道
と

断
ぜ
ら
れ
る
身
滅
神
不
滅
論
と
、
「壇
経
」
の
改
換
問
題
は
、
即

心

是

仏
の
異
解

に
も
と
つ
ぐ
。
祖
堂
集
が
省
ぐ
最
後

の
一
段
で
、
二
人
の
対

話
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

[僧
]
曰
く
、
師
も
亦
た
即
心
是
仏
と
言
い
、
南
方
知
識
も
亦
た
ホ
り
。

那
ぞ
異
同
有
ら
ん
。
師
は
自
ら
是
と
し
、
他
を
非
と
す
可
か
ら
ず
。

師
曰
く
、
或
る
と
き
は
名
異
る
も
体
同
じ
。
或
る
と
き
は
名
同
じ
き
も
体

異
な
る
。
蝕
に
因
っ
て
濫
る
。
只
だ
菩
提
・
浬
繋

・
真
如
・
仏
性
の
如
き
、

名
は
異
る
も
体
同
じ
。
真
心
と
妄
心
と
、
仏
智
と
、
名
は
同
じ
き
も
体
異
る
。

南
方
は
錯
っ
て
妄
心
を

(将
て
)
是
れ
真
心
な
り
と
言
い
、
賊
を
認
め
て
子

と
為
す
。
有
る
も
の
は
、
世
智
を
取
っ
て
称
し
て
仏
智
と
為
す
。
猶
お
魚
目

の
明
珠
を
乱
す
が
如
し
、
雷
同
す
可
か
ら
ず
、
事
須
ら
ぐ
瓢
別
す
べ
し
。

恵
忠
の
み
る
と
こ
ろ
、
南
北

の
ち
が

い
は
、
以
上
に
尽
き
る
。
共
に

曹
渓

の
直
系
ゆ
え
に
、
寸
分
も
仮
惜
で
き
な
い
。

神
会
も
亦
た
妄
心
を
、
即
仏
と
す
る
の
で
は

な

か
つ
た
。
「壇
語
」

の
、
次
の

一
節
を
み
よ
。

知
識
よ
、
諦
聴
し
た
ま
え
、
為
め
に
妄
心
を
説
か
ん
。
何
者
か
是
れ
妄
心

な
る
。
仁
者
今
既
に
此
間
に
来
た
る
も
、
財
色
、
男
女
等
を
貧
愛
し
、
お
よ

び
園
林
屋
宅
を
念
ず
る
、
此
は
是
れ
麓
妄
な
り
、
応
に
此
の
心
蕪
か
る
べ

し
。
細
妄
有
る
が
為
め
に
、
仁
者
は
知
ら
ず
。
何
者
か
是
れ
細
妄

の
心
な

る
。
菩
提
を
説
く
を
聞
い
て
、
心
を
起
こ
し
て
菩
薩
を
取
り
、
浬
繋
を
説
く

を
聞
い
て
、
心
を
起
こ
し
て
浬
藥
を
取
る
…
…
。
此
れ
皆
な
是
れ
妄
心
な

り
。
若
し
此
の
心
を
用
い
る
も
の
は
、
解
脱
を
得
ず
。

以
下
、
捏
葉
に
住
せ
ず
、
寂
静
に
執
せ
ぬ
、
蕪

念

と

蕪

住
、
蕪
相

に
つ
い
て
説
き
、
「
蕪
念
を
観
る
も
の
は
、
即
ち
仏
智
に
向
う
と
為
す
」

と
い
う
、
馬
鳴

の
言
葉
を
引
い
た
あ
と
、
誰
だ
仏
心
を
指
し
て
即
心
是

仏
と
す
る
の
で
あ
り
、
神
会
は
決
し
て
妄
心
是
仏
論
者
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、

一
切
善
悪
す
べ
て
思
量
せ
ず
、
蕪
住
体
上
に
自
然
智
あ
り
、
能

ぐ
本
寂
静
の
体
を
知
る
の
が
慧
で
、
こ
れ
が
金
剛
経
に
い
う
、
応
蕪
所

住
而
生
其
心
で
あ
る
と
し
、
後
に
宗
密
が
荷
沢

の
宗
旨
を
、
知
の

二
字

に
お
ぐ
根
拠
と
も
な
る
。
煩
悩
を
断
つ
を
浬
繋

と
な
づ
け
ず
、

煩
悩
の

生
ぜ
ざ
る
を
浬
繋
と
す
る
、

有
名
な
捏
薬
経
第

二
十
五

(高
貴
徳
王
品
)

の
句
は
、
神
会
も
恵
忠
も
共
に
こ
れ
を
引
く
。

要
す
る
に
恵
忠
の
神
会
批
判
は
、
相
手
の
宗
旨
を
た
た
く
と
い
う
よ

り
も
、
そ
れ
を
心
に
得
る
こ
と
な
し
に
、

一
般

士
大
夫
に
解
放
し
よ
う

と
す
る
、
神
会
の
大
衆
運
動
に
向
け
ら
れ
る
。
伝
灯
録
第
五
の
毎
の
示

衆
に
、
夫
れ
人
師
と
為
る
も
の
、
若
し
名
利
に
渉

つ
て
、
別
に
異
端
を

開
か
ぽ
、
則
ち
自
他
何
ぞ
益
せ
ん
と
い
い
、
宗
鏡
録
第

一
の
テ
キ
ス
ト

で
、
横
に
見
解
を
作
し
て
、
後
学
を
疑
誤
す
る
は
、
倶
に
利
益
蕪
し
。

縦
い
師
匠
に
依

つ
て
宗
旨
を
領
受
す
る
も
、
若

し
了
義
経

と

相

応

せ

ば
、
即
ち
依
り
て
行
ず
べ
し
、
若
し
不
了
義
経

な
ら
ば
、
互
い
に
相
許

さ
ず
。
讐
え
ぽ
獅
子
身
中
の
轟
の
、
自
か
ら
獅

子
身
中
の
肉
を
食
う
が

如
し
、
天
魔
外
道
に
し
て
能
ぐ
仏
法
を
破
滅
す

る
に
非
ず
と
す
る
、
了

荷
沢
神
会
と
南
陽
恵
忠

(柳

田
)
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荷
沢
神
会
と
南
陽
恵
忠

(柳

田
)

義
不
了
義

の
論
理
は
、
後
に
宗
密
に
集
大
成
さ
れ
る
、
教
禅

一
致
の
思

考
で
あ
る
。

「ど
う
や
ら
敵
対
者
た
ち
の
論
理
は
、
つ
ね
に
ひ
ど
ぐ
似
か
よ
っ
て
し
ま
う

も
の
ら
し
い
。
あ
る
一
点
を
ひ
ょ
い
と
動
か
し
た
だ
け
で
、
味
方
の
論
理
が

た
ち
ま
ち
敵
の
論
理
に
転
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
た
事
例
は
腐
る
ほ
ど
、

思
想
史
上
に
こ
ろ
が
つ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
あ
る
一
点
と
い
う
の
が
、
実
は

思
想
に
と
っ
て
の
つ
ぴ
き
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
ひ
ょ
い
と
動
か
す
と
い

う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
こ
の
一
点
を
め
ぐ
っ
て
、
血

み
ど
ろ
の
思
想
的
格
闘
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
異
端
は
正
統
に
似
せ
て
み
ず
か
ら
を
つ
く
る
、
あ
る
い
は
正
統
は
異
端

に
似
せ
て
、
み
ず
か
ら
を
つ
ぐ
る
と
で
も
い
う
ほ
か
な
い
、
相
互
規
定
性
が

敵
対
者
た
ち
を
つ
ら
ぬ
い
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
は
思
想
の
系
譜
と
か
、
影

響
と
か
い
つ
た
生
や
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
思
想
の
形
成
と
展
開
を
、
ラ

ジ
カ
ル
に
規
定
す
る
運
動
方
程
式
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。」

朱
子
と
陽
明
、
あ
る
い
は
儒
仏
道
三
教

の
錯
綜
を
見
透
し
、
近
世
思

想
風
土
の
可
能
性
を
問
う
、
山
田
慶
児
氏
の
エ
ッ
セ
ー
「
正
統
と
異
端
」

の
冒
頭
で
あ
る

(角
川
版

「仏
教
の
思
想
」
月
報
六
)
。
二
十
年
も
昔
の
も

の
ゆ
え
、

こ
れ
で
よ
い
の
か
ど
う
か
、
御
本
人
に
確
か
め
な
い
と
い
け

な
い
が
、

私
に
は
今
も
妙

に
共
感
を
覚
え
る
、
思
想
史
の

ポ

イ

ン

ト

の
、
明
快
な
指
摘
で
あ
る
。
神
会
と
恵
忠
と
い
う
、

不
世
出
の
大
思
想

が
、
時
と
処
を
同
じ
ぐ
し
て
登
場
す
る
。
あ
た
か
も
中
国
文
明
を
前
後

に
二
分
す
る
、
歴
史
的
大
事
件
に
か
さ
な
る
。
.長
安
、
洛

陽

の
両

京

は
、
チ
ベ
ヅ
ト
軍
に
憲
さ
れ
て
、
唐
蕃
対
峙
の
時
代
と
な
る
。
、仏
教
が

チ
ベ

ッ
ト
に
定
着
す
る
の
は
、
正
に
こ
の
時
に
当
る
。
新
羅
、

日
本
も

亦
た
同
じ
。
神
会
と
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
関
わ
り
が
、
例
の
敦
焼
文
献
に

ょ

つ
て
、
漸
ぐ
確
認
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
二
十
年
来
の
こ
と
。

チ
ベ

ッ

ト
宗
論

の
解
明
も
、
ま
だ
結
論
に
は
至
ら
な
い
。
,も

っ
と
も
確
か
な
の

は
、
初
期
禅
宗
文
献
が
敦
焼
に
運
ば
れ
た
こ
と
、
神
会
文
献
が
そ
こ
に

多
量
に
含
ま
れ
る
こ
と
で
、
恵
忠

の
方
は
伝
世
資
料
と
な
る
。

す
で
に
石
井
論
文
に
い
う
よ
う
に
、
馬
祖
下

の
弟
子
た
ち
が
、
続

々

と
上
都
に
恵
忠
を
訪
う
、
馬
祖
側
の
資
料
が
あ

る
。
恵
忠

の
南
方
批
判

を
、
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
恵
忠
は
う
る
さ
い
、
存
在
と
な

つ
た
。

馬
祖
は
、
「
即
心
是
仏
」
を
止
喘
銭
と
し
、
「悲
心
非
仏
」
を
打
ち
だ
す
。

一
方
、
恵
忠
の
蕪
情
説
法
は
、
洞
山
行
脚
の
動
機
と
な
り
、
あ
る
い
は

弟
子
耽
源
を
通
し
て
、
恵
忠
の
円
相
論
が
濡
仰
宗
に
つ
な
が
る
。
黄
漿

が
若
い
時
、
京
師
で

一
老
婆
に
会
い
、
百
丈
の
名
を
き
ぐ
話
も
、
祖
堂

集
で
は
南
陽
忠
国
師
と
つ
な
が
る
。
い
ず
れ
も
ポ
ス
ト
神
会

の
、
第

一

の
旗
手
と
し
て
で
は
な
い
。
神
会
が
伝
世
資
料

か
ら
下
り
る
と
、
恵
忠

も
亦
た
使
命
を
失
う
。
馬
祖
を
正
系
と
す
る
、
唐
中
期
以
後

の
歴
史
か

ら
は
、
神
会
も
恵
忠
も
共
に
過
渡
期
の
人
だ
が
、
過
渡
期
の
問
題
を
解

き
ほ
ぐ
す
こ
と
な
し
に
、
正
系
の
確
認
は
で
き

ぬ
は
ず
だ
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

壇
経
、
唐
代
中
期
、
敦
爆
文
献

(花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
長
)
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